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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移動局が複数の無線基地局配下のセルを介してキャリアアグリゲーションを行うことが
できるように構成されている移動通信システムであって、
　前記複数の無線基地局内のアンカー無線基地局が、前記移動局とゲートウェイ装置との
間で設定されている１つのベアラと、該移動局と前記複数の無線基地局との間で設定され
ている複数の無線ベアラとを関連付けるように構成されており、
　前記アンカー無線基地局は、前記１つのベアラの識別子と前記複数の無線ベアラの各々
の識別子と前記複数の無線基地局又はセルの各々の識別子とを関連付けるマッピングテー
ブルを用いて、前記関連付けを行うように構成されていることを特徴とする移動通信シス
テム。
【請求項２】
　前記関連付けは、上りリンクと下りリンクとで異なるように構成されていることを特徴
とする請求項１に記載の移動通信システム。
【請求項３】
　個別シグナリングによって、前記移動局に対して、前記関連付けを行うための情報を通
知するように構成されていることを特徴とする請求項１または２に記載の移動通信システ
ム。
【請求項４】
　前記複数の無線基地局及び前記移動局は、前記複数の無線ベアラの各々に対応するＰＤ
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ＣＰエンティティを具備しており、
　前記ＰＤＣＰエンティティは、前記アンカー無線基地局及び前記移動局に設けられてい
るマスターＰＤＣＰエンティティ、及び、前記アンカー無線基地局以外の前記無線基地局
及び該移動局に設けられているスレーブＰＤＣＰエンティティを含み、
　前記マスターＰＤＣＰエンティティは、前記スレーブＰＤＣＰエンティティを統括する
ように構成されていることを特徴とする請求項１乃至３のいずれか一項に記載の移動通信
システム。
【請求項５】
　移動局が複数の無線基地局配下のセルを介してキャリアアグリゲーションを行うことが
できるように構成されている移動通信システムにおいて、該複数の無線基地局内のアンカ
ー無線基地局として動作することができる無線基地局であって、
　前記移動局とゲートウェイ装置との間で設定されている１つのベアラと、該移動局と前
記複数の無線基地局との間で設定されている複数の無線ベアラとを関連付けるように構成
されており、
　前記１つのベアラの識別子と前記複数の無線ベアラの各々の識別子と前記複数の無線基
地局又はセルの各々の識別子とを関連付けるマッピングテーブルを用いて、前記関連付け
を行うように構成されていることを特徴とする無線基地局。
【請求項６】
　複数の無線基地局配下のセルを介してキャリアアグリゲーションを行うことができるよ
うに構成されている移動局であって、
　ゲートウェイ装置との間で設定されている１つのベアラと、前記複数の無線基地局との
間で設定されている複数の無線ベアラとを関連付けるように構成されており、
　前記１つのベアラの識別子と前記複数の無線ベアラの各々の識別子と前記複数の無線基
地局又はセルの各々の識別子とを関連付けるマッピングテーブルを用いて前記複数の無線
基地局内のアンカー無線基地局において行われた関連付けに基づいて、前記１つのベアラ
と、前記複数の無線ベアラとを関連付けるように構成されていることを特徴とする移動局
。
 

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、移動通信システム、無線基地局及び移動局に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＬＴＥ（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）方式のＲｅｌｅａｓｅ-１０にお
いて、図８（ａ）に示すように、２０ＭＨｚを超える広帯域通信（例えば、１００Ｈｚの
通信）を実現するために、同一の無線基地局ｅＮＢ配下の複数のＣＣ（Ｃｏｍｐｏｎｅｎ
ｔ　Ｃａｒｒｉｅｒ：コンポーネントキャリア）を束ねて通信を行うＣＡ（Ｃａｒｒｉｅ
ｒ　Ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ：キャリアアグリゲーション）が導入された。
【０００３】
　その後、ＬＴＥ方式のＲｅｌｅａｓｅ-１２以降で、「Ｓｍａｌｌ　Ｃｅｌｌ　ｅｎｈ
ａｎｃｅｍｅｎｔ」が提案され、従来よりも更に柔軟なネットワークアーキテクチャの１
つとして、異なる無線基地局ｅＮＢ配下のＣＣ（セル）を束ねて通信を行う「Ｉｎｔｅｒ
-ｓｉｔｅ　ＣＡ」の導入が検討されている（図８（ｂ）参照）。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００４】
【非特許文献１】３ＧＰＰ　３６.３００
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００５】
　従来のＬＴＥ方式では、図９に示すように、１つのＥＰＳ（Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｐａｃｋ
ｅｔ　Ｓｙｓｔｅｍ）ベアラと１つの無線ベアラとを関連付けるように構成されている。
【０００６】
　具体的には、図９に示すように、ＥＰＳベアラは、１つの無線ベアラと１つのＳ１ベア
ラと１つのＳ５/Ｓ８ベアラとによって構成されている。
【０００７】
　ここで、無線ベアラは、移動局ＵＥと無線基地局ｅＮＢとの間で設定されており、Ｓ１
ベアラは、無線基地局ｅＮＢとゲートウェイ装置Ｓ-ＧＷとの間で設定されており、Ｓ５/
Ｓ８ベアラは、ゲートウェイ装置Ｓ-ＧＷとゲートウェイ装置Ｐ-ＧＷとの間で設定されて
いる。
【０００８】
　すなわち、ＥＰＳベアラは、移動局ＵＥとゲートウェイ装置Ｐ-ＧＷとの間で設定され
ているベアラである。
【０００９】
　しかしながら、従来のＬＴＥ方式では、「Ｉｎｔｅｒ-ｓｉｔｅ　ＣＡ」が用いられる
ケースのベアラ構成を、どのようにすべきかについて規定されていないという問題点があ
った。
【００１０】
　そこで、本発明は、上述の課題に鑑みてなされたものであり、「Ｉｎｔｅｒ-ｓｉｔｅ
　ＣＡ」が用いられるケースのベアラ構成を適切に規定することができる移動通信システ
ム、無線基地局及び移動局を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明の第１の特徴は、移動局が複数の無線基地局配下のセルを介してキャリアアグリ
ゲーションを行うことができるように構成されている移動通信システムであって、前記複
数の無線基地局内のアンカー無線基地局が、前記移動局とゲートウェイ装置との間で設定
されている１つのベアラと、該移動局と前記複数の無線基地局との間で設定されている複
数の無線ベアラとを関連付けるように構成されていることを要旨とする。
【００１２】
　本発明の第２の特徴は、移動局が複数の無線基地局配下のセルを介してキャリアアグリ
ゲーションを行うことができるように構成されている移動通信システムにおいて、該複数
の無線基地局内のアンカー無線基地局として動作することができる無線基地局であって、
前記移動局とゲートウェイ装置との間で設定されている１つのベアラと、該移動局と前記
複数の無線基地局との間で設定されている複数の無線ベアラとを関連付けるように構成さ
れていることを要旨とする。
【００１３】
　本発明の第３の特徴は、複数の無線基地局配下のセルを介してキャリアアグリゲーショ
ンを行うことができるように構成されている移動局であって、ゲートウェイ装置との間で
設定されている１つのベアラと、前記複数の無線基地局との間で設定されている複数の無
線ベアラとを関連付けるように構成されていることを要旨とする。
【発明の効果】
【００１４】
　以上説明したように、本発明によれば、「Ｉｎｔｅｒ-ｓｉｔｅ　ＣＡ」が用いられる
場合のベアラ構成を適切に規定することができる移動通信システム、無線基地局及び移動
局を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの全体構成図である。
【図２】本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムにおける「Ｂｅａｒｅｒ　ｓｈ
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ａｒｉｎｇ」について説明するための図である。
【図３】本発明の第１の実施形態に係る無線基地局及び移動局におけるレイヤ２のアーキ
テクチャを説明するための図である。
【図４】本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの動作を説明するためのシーケ
ンス図である。
【図５】本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの動作を説明するためのシーケ
ンス図である。
【図６】本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの動作を説明するためのシーケ
ンス図である。
【図７】本発明の変更例１に係る移動通信システムにおける「Ｂｅａｒｅｒ　ｓｈａｒｉ
ｎｇ」について説明するための図である。
【図８】従来技術を説明するための図である。
【図９】従来技術を説明するための図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
（本発明の第１の実施形態に係る移動通信システム）
　図１乃至図６を参照して、本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムについて説
明する。
【００１７】
　本実施形態に係る移動通信システムは、ＬＴＥ方式の移動通信システムであって、「Ｉ
ｎｔｅｒ-ｓｉｔｅ　ＣＡ」を適用することができるように構成されている。
【００１８】
　図１に示すように、本実施形態に係る移動通信システムは、ゲートウェイ装置Ｐ-ＧＷ
と、ゲートウェイ装置Ｓ-ＧＷと、無線基地局ｅＮＢ＃１～＃３とを具備している。
【００１９】
　例えば、無線基地局ｅＮＢ＃１配下のセル＃１は、マクロセルであり、無線基地局ｅＮ
Ｂ＃２～＃３配下のセル＃２～＃３は、ファントムセル（スモールセル）である。
【００２０】
　また、無線基地局ｅＮＢ＃１～＃３配下のセル＃１～＃３のカバレッジエリアは、少な
くとも一部で重なるように配置されているものとする。
【００２１】
　本実施形態に係る移動通信システムでは、１つのＥＰＳベアラと複数の無線ベアラとを
関連付ける「Ｂｅａｒｅｒ　Ｓｈａｒｉｎｇ」を適用することができるように構成されて
いる。
【００２２】
　ここで、図１の例では、無線基地局ｅＮＢ＃１～＃３のうち、無線基地局ｅＮＢ＃１が
、アンカー無線基地局ｅＮＢであり、移動局ＵＥについて、１つのＥＰＳベアラ＃Ｂと、
複数の無線ベアラ＃３～＃５とを関連付けるように構成されている。
【００２３】
　なお、アンカー無線基地局ｅＮＢは、マクロセルを管理する無線基地局ｅＮＢ＃１であ
ってもよいし、その他の無線基地局ｅＮＢであってもよい。また、本実施形態に係る移動
通信システムにおいて、或いは、本実施形態に係る移動通信システム内の所定エリアにお
いて、各移動局ＵＥに対して、アンカー無線基地局ｅＮＢは、１つだけ存在してもよいし
、複数存在してもよい。
【００２４】
　ここで、アンカー無線基地局ｅＮＢとして機能している無線基地局ｅＮＢ＃１は、図１
に示すように、移動局ＵＥごとに、１つのＥＰＳベアラの識別子と複数の無線ベアラの識
別子と複数の無線基地局ｅＮＢの識別子とを関連付けるマッピングテーブルを用いて、上
述の関連付けを行うように構成されていてもよい。
【００２５】
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　図１の例では、かかるマッピングテーブルは、１つのＥＰＳベアラの識別子（＃Ａ）と
複数の無線ベアラの識別子（＃１/＃２）と複数の無線基地局ｅＮＢの識別子（＃ｍ/＃ｎ
）とを関連付けている。
【００２６】
　また、図１の例では、かかるマッピングテーブルは、１つのＥＰＳベアラの識別子（＃
Ｂ）と複数の無線ベアラの識別子（＃３～＃５）と複数の無線基地局ｅＮＢの識別子（＃
１～＃３）とを関連付けている。
【００２７】
　かかる場合、図２に示すように、上りリンクにおいて、無線ベアラ＃３のデータは、無
線基地局ｅＮＢ＃１配下のセル＃１を介して、移動局ＵＥから無線基地局ｅＮＢ＃１に送
信されるように構成されている。
【００２８】
　また、図２に示すように、上りリンクにおいて、無線ベアラ＃４のデータは、無線基地
局ｅＮＢ＃２配下のセル＃２を介して、移動局ＵＥから無線基地局ｅＮＢ＃１に送信され
るように構成されている。
【００２９】
　さらに、図２に示すように、上りリンクにおいて、無線ベアラ＃５のデータは、無線基
地局ｅＮＢ＃３配下のセル＃３を介して、移動局ＵＥから無線基地局ｅＮＢ＃１に送信さ
れるように構成されている。
【００３０】
　同様に、図２に示すように、下りリンクにおいて、無線ベアラ＃３のデータは、無線基
地局ｅＮＢ＃１配下のセル＃１を介して、無線基地局ｅＮＢ＃１から移動局ＵＥに送信さ
れるように構成されている。
【００３１】
　また、図２に示すように、下りリンクにおいて、無線ベアラ＃４のデータは、無線基地
局ｅＮＢ＃２配下のセル＃２を介して、無線基地局ｅＮＢ＃２から移動局ＵＥに送信され
るように構成されている。
【００３２】
　さらに、図２に示すように、下りリンクにおいて、無線ベアラ＃５のデータは、無線基
地局ｅＮＢ＃３配下のセル＃３を介して、無線基地局ｅＮＢ＃３から移動局ＵＥに送信さ
れるように構成されている。
【００３３】
　ここで、無線ベアラ＃４は、移動局ＵＥと無線基地局ｅＮＢ＃２との間で終端するよう
に構成されていてもよいし、無線基地局ｅＮＢ＃２を介して移動局ＵＥと無線基地局ｅＮ
Ｂ＃１との間で終端するように構成されていてもよい。
【００３４】
　同様に、無線ベアラ＃５は、移動局ＵＥと無線基地局ｅＮＢ＃３との間で終端するよう
に構成されていてもよいし、無線基地局ｅＮＢ＃３を介して移動局ＵＥと無線基地局ｅＮ
Ｂ＃１との間で終端するように構成されていてもよい。
【００３５】
　また、アンカー無線基地局ｅＮＢとして機能している無線基地局ｅＮＢ＃１は、下りリ
ンクにおいて、Ｓ１ベアラを介して受信した移動局ＵＥ宛てのデータを、セル＃１～＃３
用のデータに分割して、無線ベアラ＃３～＃５を介して、移動局ＵＥに送信するように構
成されている。
【００３６】
　また、アンカー無線基地局ｅＮＢとして機能している無線基地局ｅＮＢ＃１は、上りリ
ンクにおいて、無線ベアラ＃３～＃５を介して受信したセル＃１～＃３用のデータに対し
て順序補正（ｒｅｏｒｄｅｒｉｎｇ）処理を施して、Ｓ１ベアラに送信するように構成さ
れている。
【００３７】
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　一方、移動局ＵＥは、下りリンクにおいて、無線ベアラ＃３～＃５を介して受信したセ
ル＃１～＃３用のデータに対して順序補正処理を施すように構成されている。
【００３８】
　また、移動局ＵＥは、上りリンクにおいて、送信すべきデータを、セル＃１～＃３用の
データに分割して、無線ベアラ＃３～＃５を介して、無線基地局ｅＮＢ＃１～＃３に送信
するように構成されている。
【００３９】
　なお、アンカー無線基地局ｅＮＢとして機能している無線基地局ｅＮＢ＃１は、個別シ
グナリングによって、移動局ＵＥに対して、上述の関連付けを行うための情報を通知する
ように構成されていてもよい。
【００４０】
　ここで、アンカー無線基地局ｅＮＢとして機能している無線基地局ｅＮＢ＃１は、個別
シグナリングとして、ＲＲＣ（Ｒａｄｉｏ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）メッセ
ージによって、例えば、「ＲＲＣ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉ
ｏｎ」等によって、移動局ＵＥに対して、上述の関連付けを行うための情報を通知するよ
うに構成されていてもよい。
【００４１】
　また、アンカー無線基地局ｅＮＢとして機能している無線基地局ｅＮＢ＃１は、上述の
関連付けを行うための情報として、上述のマッピングテーブルの内容（図１参照）につい
て通知するように構成されていてもよい。
【００４２】
　具体的には、図３に示すように、移動局ＵＥ及び無線基地局ｅＮＢ＃１～＃３は、無線
ベアラごとに、ＭＡＣ（Ｍｅｄｉａ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）エンティティと、
ＲＬＣ（Ｒａｄｉｏ　Ｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）エンティティと、ＰＤＣＰ（Ｐａｃｋ
ｅｔ　Ｄａｔａ　Ｃｏｎｖｅｒｇｅｎｃｅ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）エンティティとを具備し
ている。
【００４３】
　ここで、アンカー無線基地局ｅＮＢとして機能している無線基地局ｅＮＢ＃１は、ＰＤ
ＣＰエンティティとして、「Ｍａｓｔｅｒ　ＰＤＣＰエンティティ」を具備している。
【００４４】
　これに対して、アンカー無線基地局ｅＮＢ以外の無線基地局ｅＮＢ＃２～＃３は、ＰＤ
ＣＰエンティティとして、「Ｓｌａｖｅ　ＰＤＣＰエンティティ」を具備している。
【００４５】
　なお、移動局ＵＥは、ＰＤＣＰエンティティとして、「Ｍａｓｔｅｒ　ＰＤＣＰエンテ
ィティ」及び「Ｓｌａｖｅ　ＰＤＣＰエンティティ」を具備している。
【００４６】
　ここで、「Ｍａｓｔｅｒ　ＰＤＣＰエンティティ」は、無線ベアラ＃３に対応するもの
であり、「Ｓｌａｖｅ　ＰＤＣＰエンティティ」は、無線ベアラ＃４～＃５に対応するも
のである。
【００４７】
　なお、１つのＥＰＳベアラに複数の無線ベアラ＃３～＃５が関連付けられている場合に
、各無線基地局ｅＮＢ＃１～＃３においてＰＤＣＰエンティティが独立して動作するよう
に構成されていると、上りリンク及び下りリンクにおいて、かかるＥＰＳベアラを介して
送受信されるＰＤＣＰ-ＰＤＵ（Ｐｒｏｔｏｃｏｌ　Ｄａｔａ　Ｕｎｉｔ）に対する順序
補正処理を行うことができない。
【００４８】
　そのため、「Ｍａｓｔｅｒ　ＰＤＣＰエンティティ」は、１つ又は複数の「Ｓｌａｖｅ
　ＰＤＣＰエンティティ」を統括するように構成されていてもよい。
【００４９】
　具体的には、「Ｍａｓｔｅｒ　ＰＤＣＰエンティティ」は、かかるＥＰＳベアラを介し
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て送受信されるＰＤＣＰ-ＰＤＵに対して、ヘッダ圧縮やセキュリティ管理や「ＵＬ/ＤＬ
　ＰＤＣＰ　ＳＮ（シーケンス番号）」のハンドリング等を行うように構成されている。
【００５０】
　また、「Ｍａｓｔｅｒ　ＰＤＣＰエンティティ」の機能の一部を「Ｓｌａｖｅ　ＰＤＣ
Ｐエンティティ」が担ってもよい。
【００５１】
　また、「Ｍａｓｔｅｒ　ＰＤＣＰエンティティ」は、ラウンドロビンによって、下りリ
ンクにおいて当該ＥＰＳベアラを介して送受信されるＰＤＣＰ-ＰＤＵを「Ｓｌａｖｅ　
ＰＤＣＰエンティティ」に配分するように構成されていてもよいし、無線品質に基づく重
み付けを考慮して、下りリンクにおいて当該ＥＰＳベアラを介して送受信されるＰＤＣＰ
-ＰＤＵを「Ｓｌａｖｅ　ＰＤＣＰエンティティ」に配分するように構成されていてもよ
い。
【００５２】
　或いは、各無線基地局ｅＮＢにおける輻輳状態や処理量等によって配分が決定されても
よい。ここで、処理量は、接続している移動局ＵＥの数やＣＰＵ使用率やバッファ使用率
や設定されているベアラの数やｎｏｎ-ＤＲＸ比率等で表現されてもよい。
【００５３】
　「Ｓｌａｖｅ　ＰＤＣＰエンティティ」は、「Ｍａｓｔｅｒ　ＰＤＣＰエンティティ」
から受け取ったＰＤＣＰ-ＰＤＵ（下りリンクデータ）を、ＲＬＣエンティティに対して
渡すように構成されている。
【００５４】
　なお、「Ｓｌａｖｅ　ＰＤＣＰエンティティ」は、「Ｍａｓｔｅｒ　ＰＤＣＰエンティ
ティ」に対して、ＰＤＣＰ-ＰＤＵ（下りリンクデータ）の配分要求を送信し、「Ｍａｓ
ｔｅｒ　ＰＤＣＰエンティティ」は、かかるＰＤＣＰ-ＰＤＵ（下りリンクデータ）の配
分要求に応じて、上述の配分を行うように構成されていてもよい。
【００５５】
　「Ｍａｓｔｅｒ　ＰＤＣＰエンティティ」は、上述のマッピングテーブルを参照して、
上りリンク及び下りリンクにおけるＰＤＣＰ-ＰＤＵに対する順序補正処理を行うように
構成されている。
【００５６】
　なお、図３に示すＲＬＣエンティティ及びＭＡＣエンティティは、ＬＴＥ方式のＲｅｌ
ｅａｓｅ１０/１１におけるＲＬＣエンティティ及びＭＡＣエンティティと基本的に同一
である。
【００５７】
　以下、図４乃至図６を参照して、本実施形態に係る移動通信システムの動作について説
明する。
【００５８】
　第１に、図４を参照して、本実施形態に係る移動通信システムにおいて、「Ｂｅａｒｅ
ｒ　Ｓｈａｒｉｎｇ」を開始する際の動作について説明する。
【００５９】
　図４に示すように、ステップＳ１００１において、マクロセルであるセル＃１において
「ＲＲＣ_Ｃｏｎｎｎｅｃｔｅｄ状態」にある移動局ＵＥが、無線基地局ｅＮＢ＃１に対
して、スモールセルであるセル＃２の品質が良くなったことを示す「Ｍｅａｓｕｒｅｍｅ
ｎｔ　ｒｅｐｏｒｔ」を送信する。
【００６０】
　ステップＳ１００２において、無線基地局ｅＮＢ＃１は、かかる「Ｍｅａｓｕｒｅｍｅ
ｎｔ　ｒｅｐｏｒｔ」に応じて、無線基地局ｅＮＢ＃２に対して、「Ｂｅａｒｅｒ　ｓｈ
ａｒｉｎｇ　ｒｅｑｕｅｓｔ」を送信する。
【００６１】
　ステップＳ１００３において、無線基地局ｅＮＢ＃２は、「Ｂｅａｒｅｒ　ｓｈａｒｉ
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ｎｇ　ｒｅｑｕｅｓｔ」に応じて、「Ｂｅａｒｅｒ　Ｓｈａｒｉｎｇ」を開始することが
できると判断した場合に、無線基地局ｅＮＢ＃１に対して、「Ｂｅａｒｅｒ　ｓｈａｒｉ
ｎｇ　ｒｅｑｕｅｓｔ　ＡＣＫ」を送信する。
【００６２】
　ステップＳ１００４において、無線基地局ｅＮＢ＃１は、移動局ＵＥに対して、ＥＰＳ
ベアラ＃Ｂと無線ベアラ＃３/＃４と無線基地局ｅＮＢ＃１/＃２（又は、セル＃１/＃２
）とを関連付けるための情報を含む「ＲＲＣ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　ｒｅｃｏｎｆｉｇ
ｕｒａｔｉｏｎ」を送信する。
【００６３】
　ステップＳ１００５において、移動局ＵＥは、「ＲＲＣ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　ｒｅ
ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ」に応じて、上述の関連付けを行うと共に、無線基地局ｅＮ
Ｂ＃１に対して、「ＲＲＣ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　
ｃｏｍｐｌｅｔｅ」を送信する。
【００６４】
　無線基地局ｅＮＢ＃１は、ステップＳ１００６において、無線基地局ｅＮＢ＃２に対し
て、「Ｂｅａｒｅｒ　ｓｈａｒｉｎｇ　ｃｏｍｐｌｅｔｅ」を送信すると共に、ステップ
Ｓ１００７において、無線基地局ｅＮＢ＃２への移動局ＵＥ宛てのデータ（Ｕ-ｐｌａｎ
ｅデータ）の転送を開始する。
【００６５】
　この結果、ステップＳ１００８において、移動局ＵＥと無線基地局ｅＮＢ＃２との間で
、Ｕ-ｐｌａｎｅの経路が疎通することになる、すなわち、「Ｂｅａｒｅｒ　Ｓｈａｒｉ
ｎｇ」が開始されることになる。
【００６６】
　なお、「Ｂｅａｒｅｒ　Ｓｈａｒｉｎｇ」が開始された場合であっても、Ｃ-ｐｌａｎ
ｅの経路は、移動局ＵＥと無線基地局ｅＮＢ＃１との間のままである。
【００６７】
　第２に、図５を参照して、本実施形態に係る移動通信システムにおいて、「Ｂｅａｒｅ
ｒ　Ｓｈａｒｉｎｇ」を終了する際の動作（移動局ＵＥ及び無線基地局ｅＮＢ＃１主導）
について説明する。
【００６８】
　図５に示すように、ステップＳ２００１において、移動局ＵＥと無線基地局ｅＮＢ＃２
との間で、Ｕ-ｐｌａｎｅの経路が疎通している状態、すなわち、「Ｂｅａｒｅｒ　Ｓｈ
ａｒｉｎｇ」が行われている状態で、例えば、セル＃２における品質が劣化した場合、ス
テップＳ２００２において、移動局ＵＥは、無線基地局ｅＮＢ＃１に対して、「Ｂｅａｒ
ｅｒ　ｓｈａｒｉｎｇ　ｒｅｌｅａｓｅ　ｒｅｑｕｅｓｔ」を送信する。
【００６９】
　ここで、移動局ＵＥは、「Ｂｅａｒｅｒ　ｓｈａｒｉｎｇ　ｒｅｌｅａｓｅ　ｒｅｑｕ
ｅｓｔ」を「Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔ」に含めて通知してもよい。
【００７０】
　無線基地局ｅＮＢ＃１は、ステップＳ２００３において、無線基地局ｅＮＢ＃２に対し
て、「Ｂｅａｒｅｒ　ｓｈａｒｉｎｇ　ｒｅｌｅａｓｅ　ｒｅｑｕｅｓｔ」を送信すると
共に、無線基地局ｅＮＢ＃２への移動局ＵＥ宛てのデータ（Ｕ-ｐｌａｎｅデータ）の転
送を終了する。
【００７１】
　無線基地局ｅＮＢ＃２は、無線基地局ｅＮＢ＃１に対して、ステップＳ２００４におい
て、「Ｂｅａｒｅｒ　ｓｈａｒｉｎｇ　ｒｅｌｅａｓｅ　ｒｅｑｕｅｓｔ　ＡＣＫ」を送
信すると共に、ステップＳ２００５において、「Ｂｅａｒｅｒ　Ｓｈａｒｉｎｇ」の対象
であった無線ベアラ＃４におけるデータ（Ｕ-ｐｌａｎｅデータ）を全て転送する。
【００７２】
　ステップＳ２００６において、無線基地局ｅＮＢ＃１は、移動局ＵＥに対して、ＥＰＳ
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ベアラ＃Ｂと無線ベアラ＃３/＃４と無線基地局ｅＮＢ＃１/＃２（又は、セル＃１/＃２
）との関連付けを解消するための情報を含む「ＲＲＣ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　ｒｅｃｏ
ｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ」を送信する。
【００７３】
　ステップＳ２００７において、移動局ＵＥは、「ＲＲＣ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　ｒｅ
ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ」に応じて、上述の関連付けを解消すると共に、無線基地局
ｅＮＢ＃１に対して、「ＲＲＣ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏ
ｎ　ｃｏｍｐｌｅｔｅ」を送信する。
【００７４】
　無線基地局ｅＮＢ＃１は、ステップＳ２００８において、無線基地局ｅＮＢ＃２に対し
て、「Ｂｅａｒｅｒ　ｓｈａｒｉｎｇ　ｒｅｌｅａｓｅ　ｃｏｍｐｌｅｔｅ」を送信する
。
【００７５】
　第３に、図６を参照して、本実施形態に係る移動通信システムにおいて、「Ｂｅａｒｅ
ｒ　Ｓｈａｒｉｎｇ」を終了する際の動作（無線基地局ｅＮＢ＃２主導）について説明す
る。
【００７６】
　図６に示すように、ステップＳ３００１において、移動局ＵＥと無線基地局ｅＮＢ＃２
との間で、Ｕ-ｐｌａｎｅの経路が疎通している状態、すなわち、「Ｂｅａｒｅｒ　Ｓｈ
ａｒｉｎｇ」が行われている状態で、ステップＳ３００２において、無線基地局ｅＮＢ＃
２が、例えば、移動局ＵＥがセル＃２外に移動したことを検知した場合、無線基地局ｅＮ
Ｂ＃１に対して、「Ｂｅａｒｅｒ　ｓｈａｒｉｎｇ　ｒｅｌｅａｓｅ　ｒｅｑｕｅｓｔ」
を送信する。
【００７７】
　ステップＳ３００３において、無線基地局ｅＮＢ＃１は、無線基地局ｅＮＢ＃に対して
、「Ｂｅａｒｅｒ　ｓｈａｒｉｎｇ　ｒｅｌｅａｓｅ　ｒｅｑｕｅｓｔ　ＡＣＫ」を送信
する。
【００７８】
　ここで、無線基地局ｅＮＢ＃１は、無線基地局ｅＮＢ＃２への移動局ＵＥ宛てのデータ
（Ｕ-ｐｌａｎｅデータ）の転送を終了する。
【００７９】
　ステップＳ３００４において、無線基地局ｅＮＢ＃２は、無線基地局ｅＮＢ＃１に対し
て、「Ｂｅａｒｅｒ　Ｓｈａｒｉｎｇ」の対象であった無線ベアラ＃４におけるデータ（
Ｕ-ｐｌａｎｅデータ）を全て転送する。
【００８０】
　以下、ステップＳ３００５～Ｓ３００７の動作は、図５におけるステップＳ２００６～
Ｓ２００８の動作と同一である。
【００８１】
（変更例１）
　以下、図７を参照して、本発明の変更例１に係る移動通信システムについて、上述の第
１の実施形態に係る移動通信システムとの相違点に着目して説明する。
【００８２】
　本変更例１に係る移動通信システムでは、上述の第１の実施形態に係る移動通信システ
ムと同様に、１つのＥＰＳベアラの識別子（＃Ｂ）と複数の無線ベアラの識別子（＃３～
＃５）と複数の無線基地局ｅＮＢの識別子（＃１～＃３）とを関連付けている。
【００８３】
　ここで、本変更例１に係る移動通信システムでは、上述の関連付けは、上りリンクと下
りリンクとで異なるように構成されていてもよい。
【００８４】
　例えば、図７に示すように、下りリンクにおいて、無線ベアラ＃３のデータは、無線基
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地局ｅＮＢ＃１配下のセル＃１を介して、無線基地局ｅＮＢ＃１から移動局ＵＥに送信さ
れるように構成されている。
【００８５】
　また、図７に示すように、下りリンクにおいて、無線ベアラ＃４のデータは、無線基地
局ｅＮＢ＃２配下のセル＃２を介して、無線基地局ｅＮＢ＃２から移動局ＵＥに送信され
るように構成されている。
【００８６】
　さらに、図７に示すように、下りリンクにおいて、無線ベアラ＃５のデータは、無線基
地局ｅＮＢ＃３配下のセル＃３を介して、無線基地局ｅＮＢ＃３から移動局ＵＥに送信さ
れるように構成されている。
【００８７】
　一方、上りリンクでは、図７に示すように、無線ベアラ＃３～５のデータの全ては、無
線基地局ｅＮＢ＃１配下のセル＃１用を介して、移動局ＵＥから無線基地局ｅＮＢ＃１に
送信されるように構成されている。
【００８８】
　例えば、セル＃２/＃３が、「ＤＬ　ｏｎｌｙ　Ｃｅｌｌ」である場合、「ＤＬ　ｏｎ
ｌｙ　Ｃｅｌｌ」では、上りリンクにおけるデータの送信ができないため、図７に示すよ
うに、「ＵＬ　Ｃｅｌｌ」が設定されているセル＃１において、無線ベアラ＃３～５のデ
ータの全てを送信するようにする必要がある。
【００８９】
　かかる場合、無線基地局ｅＮＢ＃１は、上りリンクにおいて受信したデータについて、
無線基地局間インターフェイスを介して、無線基地局ｅＮＢ＃２/＃３のＲＬＣエンティ
ティやＰＤＣＰエンティティに転送するように構成されている。
【００９０】
　或いは、ＲＬＣエンティティやＭＡＣエンティティは、下りリンク及び上りリンクで別
々の無線基地局ｅＮＢに収容されていてもよい。
【００９１】
　以上に述べた本実施形態の特徴は、以下のように表現されていてもよい。
【００９２】
　本実施形態の第１の特徴は、移動局ＵＥが「Ｉｎｔｅｒ-ｓｉｔｅ　ＣＡ（複数の無線
基地局配下のセルを介してキャリアアグリゲーション）」を行うことができるように構成
されている移動通信システムであって、複数の無線基地局ｅＮＢ＃１～＃３内のアンカー
無線基地局ｅＮＢ（例えば、無線基地局ｅＮＢ＃１）が、移動局ＵＥとゲートウェイ装置
Ｐ-ＧＷとの間で設定されている１つのＥＰＳベアラ＃Ｂと、移動局ＵＥと複数の無線基
地局ｅＮＢ＃１～＃３との間で設定されている複数の無線ベアラ＃３～＃５とを関連付け
るように構成されていることを要旨とする。
【００９３】
　かかる構成によれば、アンカー無線基地局ｅＮＢが、１つのＥＰＳベアラと複数の無線
ベアラとを関連付けることによって、「Ｉｎｔｅｒ-ｓｉｔｅ　ＣＡ」を行うために適切
なベアラ構成を実現することができる。
【００９４】
　本実施形態の第１の特徴において、アンカー無線基地局ｅＮＢは、１つのＥＰＳベアラ
の識別子（＃Ｂ）と複数の無線ベアラの各々の識別子（＃３～＃５）と複数の無線基地局
ｅＮＢ又はセルの識別子（＃１～＃３）とを関連付けるマッピングテーブルを用いて、上
述の関連付けを行うように構成されていてもよい。
【００９５】
　かかる構成によれば、アンカー無線基地局ｅＮＢは、マッピングテーブルを用いて、容
易に、「Ｉｎｔｅｒ-ｓｉｔｅ　ＣＡ」を行うために適切なベアラ構成を実現することが
できる。
【００９６】
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　本実施形態の第１の特徴において、上述の関連付けは、上りリンクと下りリンクとで異
なるように構成されていてもよい。
【００９７】
　かかる構成によれば、スモールセルであるセル＃２/＃３が「ＤＬ　ｏｎｌｙ　Ｃｅｌ
ｌ」である場合であっても、「Ｉｎｔｅｒ-ｓｉｔｅ　ＣＡ」を行うことができる。
【００９８】
　本実施形態の第１の特徴において、個別シグナリングによって、移動局ＵＥに対して、
上述の関連付けを行うための情報を通知するように構成されていてもよい。
【００９９】
　かかる構成によれば、既存のシグナリングを用いて、移動局ＵＥに対して、「Ｉｎｔｅ
ｒ-ｓｉｔｅ　ＣＡ」を行うために適切なベアラ構成を実現するための情報を通知するこ
とができる。
【０１００】
　本実施形態の第１の特徴において、複数の無線基地局ｅＮＢ＃１～＃３及び移動局ＵＥ
は、無線ベアラの各々に対応するＰＤＣＰエンティティを具備しており、ＰＤＣＰエンテ
ィティは、アンカー無線基地局ｅＮＢ（例えば、無線基地局ｅＮＢ＃１）及び移動局ＵＥ
に設けられている「Ｍａｓｔｅｒ　ＰＤＣＰエンティティ（マスターＰＤＣＰエンティテ
ィ）」、及び、アンカー無線基地局ｅＮＢ（例えば、無線基地局ｅＮＢ＃１）以外の無線
基地局ｅＮＢ＃２/＃３及び移動局ＵＥに設けられている「Ｓｌａｖｅ　ＰＤＣＰエンテ
ィティ（スレーブＰＤＣＰエンティティ）を含み、「Ｍａｓｔｅｒ　ＰＤＣＰエンティテ
ィ」は、「Ｓｌａｖｅ　ＰＤＣＰエンティティ」を統括するように構成されていてもよい
。
【０１０１】
　かかる構成によれば、１つのＥＰＳベアラに複数の無線ベアラ＃３～＃５が関連付けら
れている場合に、各無線基地局ｅＮＢ＃１～＃３においてＰＤＣＰエンティティが独立し
て動作するように構成されている場合であっても、上りリンク及び下りリンクにおいて、
かかるＥＰＳベアラを介して送受信されるＰＤＣＰ-ＰＤＵに対する順序補正処理を行う
ことができる。
【０１０２】
　本実施形態の第２の特徴は、移動局ＵＥが「Ｉｎｔｅｒ-ｓｉｔｅ　ＣＡ」を行うこと
ができるように構成されている移動通信システムにおいて、アンカー無線基地局ｅＮＢと
して動作することができる無線基地局ｅＮＢであって、１つのＥＰＳベアラ＃Ｂと、複数
の無線ベアラ＃３～＃５とを関連付けるように構成されていることを要旨とする。
【０１０３】
　本実施形態の第３の特徴は、「Ｉｎｔｅｒ-ｓｉｔｅ　ＣＡ」を行うことができるよう
に構成されている移動局ＵＥであって、１つのＥＰＳベアラ＃Ｂと、複数の無線ベアラ＃
３～＃５とを関連付けるように構成されていることを要旨とする。
【０１０４】
　なお、上述の移動局ＵＥや無線基地局ｅＮＢ＃１/ｅＮＢ＃２/ｅＮＢ＃３やゲートウェ
イ装置Ｐ-ＧＷ/Ｓ-ＧＷの動作は、ハードウェアによって実施されてもよいし、プロセッ
サによって実行されるソフトウェアモジュールによって実施されてもよいし、両者の組み
合わせによって実施されてもよい。
【０１０５】
　ソフトウェアモジュールは、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）や
、フラッシュメモリや、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）や、ＥＰＲＯＭ（
Ｅｒａｓａｂｌｅ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ＲＯＭ）や、ＥＥＰＲＯＭ（Ｅｌｅｃｔ
ｒｏｎｉｃａｌｌｙ　Ｅｒａｓａｂｌｅ　ａｎｄ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ＲＯＭ）
や、レジスタや、ハードディスクや、リムーバブルディスクや、ＣＤ-ＲＯＭといった任
意形式の記憶媒体内に設けられていてもよい。
【０１０６】
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　かかる記憶媒体は、プロセッサが当該記憶媒体に情報を読み書きできるように、当該プ
ロセッサに接続されている。また、かかる記憶媒体は、プロセッサに集積されていてもよ
い。また、かかる記憶媒体及びプロセッサは、ＡＳＩＣ内に設けられていてもよい。かか
るＡＳＩＣは、移動局ＵＥや無線基地局ｅＮＢ＃１/ｅＮＢ＃２/ｅＮＢ＃３やゲートウェ
イ装置Ｐ-ＧＷ/Ｓ-ＧＷ内に設けられていてもよい。また、かかる記憶媒体及びプロセッ
サは、ディスクリートコンポーネントとして移動局ＵＥや無線基地局ｅＮＢ＃１/ｅＮＢ
＃２/ｅＮＢ＃３やゲートウェイ装置Ｐ-ＧＷ/Ｓ-ＧＷ内に設けられていてもよい。
【０１０７】
　以上、上述の実施形態を用いて本発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、
本発明が本明細書中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかで
ある。本発明は、特許請求の範囲の記載により定まる本発明の趣旨及び範囲を逸脱するこ
となく修正及び変更態様として実施することができる。従って、本明細書の記載は、例示
説明を目的とするものであり、本発明に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
【符号の説明】
【０１０８】
ｅＮＢ＃１、ｅＮＢ＃２、ｅＮＢ＃３…無線基地局
ＵＥ…移動局
Ｐ-ＧＷ、Ｓ-ＧＷ…ゲートウェイ装置

【図１】 【図２】
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